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　地域資源を活用し、起業を通して地域を活性化する人材の育成をめざす講座です。入門講座、
地域づくり・実践講座、関連講座の３つに分けて実施します。今回は関連講座のご案内です。

■『魅力が伝わるスマホ写真の撮り方』
◇講師　木村ヨーシロー氏（ワイアイズ フォト

グラファー）
◇会場　みどりが丘図書館（柳井市）
◇日時　10月５日（土）
　午後２時～午後４時

■『販売の考え方』
◇講師　木村満弥氏（株式会社イズミ能力開発

部顧問）
◇会場
　島スクエアプラス起業教育研究センター
◇日時　10月19日（土）

午後２時～午後４時

■『起業に役立つ複式簿記の基礎を知ろう』
◇講師　福原道照氏（山口大学・周南公立大学

非常勤講師）
◇会場
　島スクエアプラス起業教育研究センター
◇日時　10月26日（土）
　午後２時～午後５時

■『知っておきたい食の安心・安全について』
◇講師　今川快恵氏（山口県柳井健康福祉セン

ター生活環境課食品衛生班班長）
◇会場
　島スクエアプラス起業教育研究センター
◇日時　10月31日（木）
　午後２時～午後３時30分

島スクエアプラス起業家育成関連講座

　例年この時期に、野焼きに関する相談が多
く寄せられます。野焼きには『禁止事項』と『例
外』がありますので、正しく知っていただき、
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

■原則、野焼きは法律で禁止されています
・廃ビニールやプラスチック類などの焼却

　ダイオキシンが発生し、環境への悪影響
や人体への健康被害が及ぶ恐れがあるため
禁止されています。

・小型焼却炉・ドラム缶などを使った廃棄物
の焼却
　法律で定められた基準を満たさない焼却
設備、焼却方法での廃棄物の焼却は禁止さ
れています。
■違反した場合

　５年以下の懲役もしくは１千万円以下の
罰金、またはその両方。法人は３億円以下
の罰金が科されます。

『野焼き』についてご理解とご協力のお願い

■受講料　無料
■申込方法
　メールまたは郵送で名前、連絡方法を下記申込先までお知らせください。（当日受付可）
■申込み・問合せ先　NPO法人島スクエアプラス　☎090-7979-4615
　〒742-2106　周防大島町小松91-4　
　E-mail　npo-shimaplus@sea.icn-tv.ne.jp

■野焼き禁止の例外
・焚き火などの軽微なもの

　住宅密集地では控えましょう。
・農林業または漁業を営むためのやむを得な

い燃焼行為
　生草木などは乾燥させる・少量に分けて
燃やす・風向きや時間帯に配慮する・農業
用の廃ビニールは燃やさない・一緒に家庭
ごみを燃やさないなど注意しましょう。　
■よく寄せられる苦情の内容

　煙が入るので窓が開けられない・洗濯物
ににおいが移る・煙を吸って『のど』が痛
い・煙が交通の妨げになっているなどが苦
情として寄せられています。

※苦情などがあった場合には、町職員が現場、
事情を確認する場合があります。

■問合せ先
・町民福祉課 環境係　☎ 52-5810
・柳井環境保健所　☎ 22-3631


